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高齢者保健福祉施設における事故の報告について（通知） 
 本県の高齢者保健福祉行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただいており、

感謝申し上げます。 
 また、高齢者保健福祉施設の安全確保については、常に御配慮をいただきありがとうご

ざいます。 
 さて、高齢者保健福祉施設における事故等の報告については、「老人保健福祉施設にお 

ける安全確保について」（平成７年12月22日付け７高第1090号福島県保健福祉部長通知。
以下「７高第 1090 号通知」という。）に基づき行われているところですが、県としても、
事故等の状況をより詳細に把握し、問題点を改善してより適切な対応を図る必要があるた

め、今後は、下記により、直ちに所管の社会福祉事務所又は保健所を経由の上、高齢保健

福祉課まで報告くださるようお願いいたします。 
 なお、この通知の施行により、７高第 1090 号通知は廃止します。 

記 
 １ 報告の対象とする事故等の内容 

(1) 火災の発生 
(2) 地震、津波、台風等の天災による被害 
(3) 入所者（利用者を含む。以下同じ。）の長時間の所在不明（概ね２４時間経過し  

ても発見できない場合等） 
(4) 入所者の事故による死亡 
(5) 入所者間または職員の暴行等による入所者の死傷 
(6) その他(1)から(5)までに準ずる重要な事項 

 ２ 提出書類  別紙様式第 1 号による事故等報告書及び別紙様式第 2 号による改善結
果報告書 

 ３ 施行期日  平成１３年２月２７日 
（事務担当 高齢保健福祉課施設福祉係、保健福祉係 
                     電話 024-521-7164・FAX024-521-7985） 


